
○愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則

平成12年９月１日規則第58号

愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則を次のように定める。

愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則

（趣旨）

第１条　この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。）第９条第２号及び第10条の３第２号の指定に関

し必要な事項を定めるものとする。

（再生輸送業者の指定の申請等）

第２条　省令第９条第２号の指定を受けようとする者は、再生輸送業者指定申請書（様式第１号）を知事に提出しなければならない。

２　前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(１)　事業計画の概要を記載した書類

(２)　再生輸送（再生利用のための産業廃棄物のみの収集又は運搬をいう。以下同じ。）をしようとする産業廃棄物の取引関係を記載した書類

(３)　生活環境保全上の措置を記載した書類

(４)　事業の用に供する施設（積替え又は保管の場所を含む。）の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の

見取図

(５)　申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること（申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること）を証する書類

(６)　申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(７)　申請者が個人である場合には、その住民票の写し（本籍（外国人にあっては、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第30条の45に規定する国籍等）の記載

のあるものに限る。以下同じ。）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）第14条第５項第２号イ（法第７条第５項第４

号イに係るものに限る。第12号から第15号まで並びに次条第２項第８号及び第13号から第16号までにおいて同じ。）に該当しないかどうかを審査するために必要

と認められる書類

(８)　当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

(９)　事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(10)　申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき

額及び納付済額を証する書類

(11)　申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前３年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(12)　申請者が法第14条第５項第２号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために

必要と認められる書類

(13)　申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第14条第５項第２号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

(14)　申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の５以上の額に相当する出資をしている者

があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第14条第５項第２号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類（これらの者が法人である

場合には、登記事項証明書）

(15)　申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号。以下「政令」という。）第６条の10に規定する使用人がある場合には、その者の

住民票の写し及び法第14条第５項第２号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

(16)　その他知事が必要と認める書類又は図面

３　知事は、第１項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、省令第９条第２号の指定をしないものとする。

(１)　申請者が再生利用されることが確実な産業廃棄物（以下「対象産業廃棄物」という。）を排出する事業者のみからその運搬の委託を受ける者であること。

(２)　再生輸送業（再生輸送を行う業をいう。以下同じ。）の用に供する施設が省令第10条第１号に掲げる基準に適合するものであること。

(３)　申請者（法人にあっては、その代表者又はその業務を行う役員）又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者が再生輸送業を的確に行うに足りる知識

及び技能を有する者であること。

(４)　申請者が再生輸送業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する者であること。

(５)　再生輸送が営利を目的としないものであること。

(６)　再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(７)　申請者が法第14条第５項第２号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

(８)　申請者が第６条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者でないこと。

４　省令第９条第２号の指定を受けた者（以下「再生輸送業者」という。）の指定は、５年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

５　再生輸送業者の指定の更新を申請する者は、第２項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面（同項第８号及び

第10号から第15号までに掲げるものを除く。）の添付を要しないものとする。

６　知事は、再生輸送業者の指定に生活環境の保全上の条件を付することがある。

７　知事は、再生輸送業者の指定をしたときは、再生輸送業者指定証（様式第２号）を交付するものとする。

一部改正〔平成16年規則25号・17年６号・23年10号・24年41号・26年20号・令和元年35号〕

（再生活用業者の指定の申請等）

第３条　省令第10条の３第２号の指定を受けようとする者は、再生活用業者指定申請書（様式第３号）を知事に提出しなければならない。

２　前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(１)　事業計画の概要を記載した書類

(２)　再生活用（再生利用のための産業廃棄物のみの処分をいう。以下同じ。）をしようとする産業廃棄物の取引関係を記載した書類

(３)　生活環境保全上の措置を記載した書類

(４)　事業の用に供する施設（保管の場所を含む。）の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

(５)　申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること（申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること）を証する書類

(６)　再生活用において生ずる産業廃棄物の処理方法を記載した書類

(７)　申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


(８)　申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び法第14条第５項第２号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

(９)　当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

(10)　事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(11)　申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき

額及び納付済額を証する書類

(12)　申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前３年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(13)　申請者が法第14条第５項第２号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために

必要と認められる書類

(14)　申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第14条第５項第２号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

(15)　申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の５以上の額に相当する出資をしている者

があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第14条第５項第２号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類（これらの者が法人である

場合には、登記事項証明書）

(16)　申請者に政令第６条の10に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第14条第５項第２号イに該当しないかどうかを審査するために必

要と認められる書類

(17)　その他知事が必要と認める書類又は図面

３　知事は、第１項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、省令第10条の３第２号の指定をしないものとする。

(１)　申請者が対象産業廃棄物を排出する事業者のみからその処分の委託を受ける者であること。

(２)　再生活用業（再生活用を行う業をいう。以下同じ。）の用に供する施設が省令第10条の５第１号イに掲げる基準に適合するものであること。

(３)　申請者（法人にあっては、その代表者又はその業務を行う役員）又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者が再生活用業を的確に行うに足りる知識

及び技能を有する者であること。

(４)　申請者が再生活用業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する者であること。

(５)　産業廃棄物を排出する事業者（以下「排出事業者」という。）から処分の委託を受けた対象産業廃棄物の大部分を再生利用するものであること。

(６)　再生活用が営利を目的としないものであること。

(７)　申請者が再生活用において生ずる産業廃棄物を適正に処理できる者であること。

(８)　申請者と排出事業者との間で対象産業廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。

(９)　再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(10)　申請者が法第14条第５項第２号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

(11)　申請者が第６条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者でないこと。

４　省令第10条の３第２号の指定を受けた者（以下「再生活用業者」という。）の指定は、５年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失

う。

５　再生活用業者の指定の更新を申請する者は、第２項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面（同項第９号及び

第11号から第16号までに掲げるものを除く。）の添付を要しないものとする。

６　知事は、再生活用業者の指定に生活環境の保全上の条件を付することがある。

７　知事は、再生活用業者の指定をしたときは、再生活用業者指定証（様式第４号）を交付するものとする。

一部改正〔平成16年規則25号・17年６号・23年10号・26年20号・令和元年35号〕

（変更の指定の申請等）

第４条　再生輸送業者又は再生活用業者（以下「再生利用業者」という。）は、その産業廃棄物の種類を変更しようとするときは、再生利用業者変更指定申請書（様式

第５号）を知事に提出し、変更の指定を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

２　第２条第２項及び第５項の規定は、再生輸送業者の産業廃棄物の種類の変更に係る前項の変更の指定の申請について準用する。この場合において、同条第２項

第１号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第２号中「取引関係」とあるのは「変更後の取引関係」と、同項第４号及び第９号中「事業」とあるのは

「変更に係る事業」と、同条第５項中「再生輸送業者の指定の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、「第２項」とあるのは「第４条第２項の規定により読み替え

て適用される第２項」と読み替えるものとする。

３　前条第２項及び第５項の規定は、再生活用業者の産業廃棄物の種類の変更に係る第１項の変更の指定の申請について準用する。この場合において、同条第２項

第１号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第２号中「取引関係」とあるのは「変更後の取引関係」と、同項第４号及び第10号中「事業」とあるのは

「変更に係る事業」と、同条第５項中「再生活用業者の指定の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、「第２項」とあるのは「第４条第３項の規定により読み替え

て適用される第２項」と読み替えるものとする。

４　第２条第３項、第６項及び第７項の規定は、再生輸送業者の産業廃棄物の種類の変更に係る第１項の変更の指定について、前条第３項、第６項及び第７項の規定

は、再生活用業者の産業廃棄物の種類の変更に係る第１項の変更の指定について準用する。

一部改正〔平成16年規則25号〕

（廃止の届出等）

第５条　再生利用業者は、その再生輸送業若しくは再生活用業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は次に掲げる事項を変更したときは、当該廃止又は変更の日

から10日以内に、再生利用業廃止（変更）届出書（様式第６号）を知事に提出しなければならない。この場合において、再生輸送業又は再生活用業の全部を廃止し

たときは当該届出書に再生輸送業者指定証又は再生活用業者指定証（以下「指定証」という。）を、次に掲げる事項を変更したときは変更の内容を明らかにする書

類又は図面を添付しなければならない。

(１)　住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

(２)　氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

(３)　事務所及び事業場の所在地

(４)　再生利用の目的

(５)　再生利用の方法

(６)　取引関係

２　知事は、前項の規定による届出が指定証の記載事項の変更を伴う場合は、指定証を書き換えて交付するものとする。
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（指定の取消し等）

第６条　知事は、再生利用業者が法若しくは法に基づく処分若しくはこの規則若しくはこの規則に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が法第14条第

５項第２号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一部改正〔平成16年規則25号〕

（名義貸しの禁止）

第７条　再生利用業者は、自己の名義をもって、他人に対象産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。

（実績報告）

第８条　再生利用業者は、毎年６月30日までに、その年の３月31日以前の１年間における再生輸送又は再生活用に関する実績を、産業廃棄物の再生利用実績報告

書（様式第７号）により知事に提出しなければならない。

（指定証の再交付）

第９条　再生利用業者は、交付を受けた指定証を破り、汚し、又は失った場合は、再生利用業者指定証再交付申請書（様式第８号）に、破り、又は汚したときはその指

定証を添付して知事に提出し、指定証の再交付を受けることができる。

（指定証の返還）

第10条　再生利用業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに不要となった指定証を知事に返還しなければならない。

(１)　第２条第４項又は第３条第４項の規定により指定の効力を失ったとき。

(２)　第４条第４項において準用する第２条第７項若しくは第３条第７項又は第５条第２項の規定により指定証の交付を受けたとき。

(３)　第６条の規定により指定を取り消されたとき。

(４)　前条の規定により指定証の再交付を受けた後に亡失した指定証を発見したとき。

（提出部数）

第11条　この規則の規定により知事に提出する書類の部数は、１部とする。

一部改正〔平成16年規則25号・20年29号〕

（補則）

第12条　この規則に定めるもののほか、再生利用業者の指定に関し必要な事項は、知事が定める。

附　則

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（昭和52年愛媛県規則第44号）の一部を次のように改正する。

（次のよう略）

附　則（平成16年４月１日規則第25号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成17年３月４日規則第６号抄）

（施行期日）

１　この規則は、平成17年３月７日から施行する。

（経過措置）

３　この規則の施行前に交付された不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成16年法律第124号。以下「整備法」という。）第52条の規定によ

る改正前の商業登記法（昭和38年法律第125号。以下「旧商業登記法」という。）第11条第１項に規定する登記簿の謄本又は抄本は、（中略）第13条の規定による改

正後の愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則第２条第２項第６号及び第14号並びに第３条第２項第７号及び第15号の規定の適用については、これ

を登記事項証明書とみなす。整備法第53条第５項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第11条第１項に規定する登記簿の謄本又は抄本

も、同様とする。

４　この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

附　則（平成18年３月31日規則第23号）

この規則は、平成18年５月１日から施行する。

附　則（平成18年８月29日規則第53号）

（施行期日）

１　この規則は、平成18年９月１日から施行する。

（経過措置）

２　この規則施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付している書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定により提出さ

れ、又は交付した書類とみなす。

３　この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、平成18年度に限り使用することができる。

附　則（平成20年３月31日規則第29号抄）

１　この規則は、平成20年４月１日から施行する。

附　則（平成23年３月31日規則第10号）

この規則は、平成23年４月１日から施行する。

附　則（平成24年８月７日規則第41号）

この規則は、公布の日から施行する

附　則（平成26年３月31日規則第20号）

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　この規則施行の際現に提出されている第１条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則様式第１号、様式第８号、様式第16号若しくは

様式第17号又は第２条の規定による改正前の愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則様式第１号、様式第３号若しくは様式第５号の規定による申請

書は、第１条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則様式第１号、様式第８号、様式第16号若しくは様式第17号又は第２条の規定に

よる改正後の愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則様式第１号、様式第３号若しくは様式第５号の規定による申請書とみなす。

附　則（令和元年６月28日規則第７号）
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この規則は、令和元年７月１日から施行する。

附　則（令和元年12月13日規則第35号抄）

１　この規則は、令和元年12月14日から施行する。

様式第１号（第２条関係）　再生輸送業者指定申請書

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=38000A&houcd=H412902100058&sedno=5&sededa=1&filename=30752_0022.rtf


 



 



 



全部改正〔平成16年規則25号〕、一部改正〔平成17年規則６号・18年23号・53号・23年10号・24年41号・26年20号・令和元年７号・35号〕

様式第２号（第２条、第５条関係）　再生輸送業者指定証

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=38000A&houcd=H412902100058&sedno=5&sededa=1&filename=H412902100058_0002.rtf


様式第３号（第３条関係）　再生活用業者指定申請書

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=38000A&houcd=H412902100058&sedno=5&sededa=1&filename=30752_0023.rtf


 



 



 



全部改正〔平成16年規則25号〕、一部改正〔平成17年規則６号・18年23号・53号・23年10号・24年41号・26年20号・令和元年７号・35号〕

様式第４号（第３条、第５条関係）　再生活用業者指定証

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=38000A&houcd=H412902100058&sedno=5&sededa=1&filename=H412902100058_0004.rtf


様式第５号（第４条関係）　再生利用業者変更指定申請書

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=38000A&houcd=H412902100058&sedno=5&sededa=1&filename=30752_0024.rtf


 



 



 



全部改正〔平成16年規則25号〕、一部改正〔平成17年規則６号・18年23号・53号・23年10号・24年41号・26年20号・令和元年７号・35号〕

様式第６号（第５条関係）　再生利用業廃止（変更）届出書

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=38000A&houcd=H412902100058&sedno=5&sededa=1&filename=18791_0015.rtf


一部改正〔平成16年規則25号・18年23号・53号・令和元年７号〕

様式第７号（第８条関係）　産業廃棄物の再生利用実績報告書

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=38000A&houcd=H412902100058&sedno=5&sededa=1&filename=18791_0016.rtf


一部改正〔平成16年規則25号・18年53号・令和元年７号〕

様式第８号（第９条関係）　再生利用業者指定証再交付申請書

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/CoOnF01/getResource?jctcd=38000A&houcd=H412902100058&sedno=5&sededa=1&filename=18791_0017.rtf


一部改正〔平成16年規則25号・18年53号・令和元年７号〕


